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　医療的ケア児は、人工呼吸器などの医療的ケアを必要
とする、多くの薬剤を服用する、重度の身体障害のため
移動に際してバギー等を使用するといった理由で、緊急
時や災害時の対応において困難が生じる。緊急時・災害
時の対応について、あらかじめ対策を検討しておく必要
がある。
　緊急時の対策として、家族の急病などで児のケアを行
うことができなくなった時のために医療型短期入所とい
う仕組みがあるが、充足している地域は少ない。訪問看
護や居宅介護、福祉型短期入所、看護小規模多機能型
居宅介護、病院でのレスパイト入院、在宅レスパイト事
業など、地域の資源や利用できる事業などを考慮して複
数の選択肢を用意しておくことが望ましい。
　災害時の対策として、人工呼吸器など電源を必要とす
る場合は、蓄電池（バッテリー）や発電機などの非常電
源を用意しておく必要がある。薬剤については、避難所
での滞在または通学・通所先から帰宅できなくなったと
きのことを考慮し、3日分程度を常に携行しておくことが
望ましい。避難の方法については、医療的ケア児ごとに
あらかじめ個別避難計画を策定することが自治体の努
力義務となっているが、地域によってはあまり進んでいな
い。災害時の避難についても、地震による家屋倒壊や大
雨による河川の氾濫など、時間的余裕が無いときには医
療・福祉の専門職が駆けつけて支援することは難しい。
そのため、計画の策定作業には専門職だけでなく町内会
など地域の関係者も加わって行うことが望ましいが、そ
もそも普段から医療的ケア児の存在が地域住民に知られ
ていないことが多いため、平時から地域の避難訓練やお
祭り等に参加してその存在を知ってもらえるとよい。
　緊急時や災害時に支援を必要とする子どもは医療的
ケア児だけではない。障害児や社会的養護を必要とする
子どもなど、他にも多く存在する。また、成人でも、障害
者や高齢者、身寄りの無い方や外国人など、「困難」を抱
える人は多い。そもそも、平時には困難が無い人でも、緊
急時や災害時には必ず何らかの困難が生じる。
　医療的ケア児に関する緊急時・災害時の備えを考える
ことで、全ての子どもや困難を抱える人々が安心して暮ら
すことのできる地域づくりを考えたい。

SY6-5

シンポジウム6 安心して子育てできる地域を創ろう
‒障害や医療的ケアのある子どもと家族に焦点をあてて‒
座長 ： 松澤　明美　北海道大学大学院保健科学研究院　創成看護学分野 / 運上　佳江　特定非営利活動法人　ソルウェイズ

98　　The 71st Annual Meeting of the Japanese Society of Child Health The 71st Annual Meeting of the Japanese Society of Child Health　　99

わが国で探索されるChild Death Review
（予防のための子どもの死亡検証）
沼口　　敦
名古屋大学医学部附属病院　救急・内科系集中治療部

　わが国では現在，成育基本法，死因究明等推進基本
法などを根拠として，CDR（チャイルド・デス・レビュー，
予防のための子どもの死亡検証）の社会実装が模索さ
れている。
　2000年代になって，日本小児科学会によるパイロット
研究，厚生労働科研（小林班，溝口班，沼口班）等の学
術的な探索が行われた。これらにより，わが国では医療
情報を基盤としたCDRを探究する方向性が定まった。こ
れを基盤として，現在は都道府県CDR体制整備モデル
事業（R2～），予防のためのこどもの死亡検証体制整備
事業（R3～），予防のためのこどもの死亡検証に関する
広報啓発事業（R4～），こども家庭科学研究補助金事業
（R4～）が実施されている。
　現在探索されているわが国のCDRは，①収集（共有）
された情報を基に，②多機関で検証し，③その結果から
提言を導き出す3段階からなる仕組みを想定している。
個々の事例を対象に潜在する周辺事象等の詳細な検討
を行う，複数の類似事例等を対象に地域全体の検討を
行うなど，地域やタイミングによって重点項目に多少の差
異はあるが，都道府県を実施主体とするCDR体制整備
モデル事業は，行政事業としてこのCDRの仕組みの実現
を試み課題を探索している。令和5年度には10自治体が
参加した。
　本講では，現状のわが国のCDRについて課題を解説
する。いまだ制度構築の途上にある事業であり，今後も
関係諸氏の意見を伺いたい。
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　医療的ケア児は、人工呼吸器などの医療的ケアを必要
とする、多くの薬剤を服用する、重度の身体障害のため
移動に際してバギー等を使用するといった理由で、緊急
時や災害時の対応において困難が生じる。緊急時・災害
時の対応について、あらかじめ対策を検討しておく必要
がある。
　緊急時の対策として、家族の急病などで児のケアを行
うことができなくなった時のために医療型短期入所とい
う仕組みがあるが、充足している地域は少ない。訪問看
護や居宅介護、福祉型短期入所、看護小規模多機能型
居宅介護、病院でのレスパイト入院、在宅レスパイト事
業など、地域の資源や利用できる事業などを考慮して複
数の選択肢を用意しておくことが望ましい。
　災害時の対策として、人工呼吸器など電源を必要とす
る場合は、蓄電池（バッテリー）や発電機などの非常電
源を用意しておく必要がある。薬剤については、避難所
での滞在または通学・通所先から帰宅できなくなったと
きのことを考慮し、3日分程度を常に携行しておくことが
望ましい。避難の方法については、医療的ケア児ごとに
あらかじめ個別避難計画を策定することが自治体の努
力義務となっているが、地域によってはあまり進んでいな
い。災害時の避難についても、地震による家屋倒壊や大
雨による河川の氾濫など、時間的余裕が無いときには医
療・福祉の専門職が駆けつけて支援することは難しい。
そのため、計画の策定作業には専門職だけでなく町内会
など地域の関係者も加わって行うことが望ましいが、そ
もそも普段から医療的ケア児の存在が地域住民に知られ
ていないことが多いため、平時から地域の避難訓練やお
祭り等に参加してその存在を知ってもらえるとよい。
　緊急時や災害時に支援を必要とする子どもは医療的
ケア児だけではない。障害児や社会的養護を必要とする
子どもなど、他にも多く存在する。また、成人でも、障害
者や高齢者、身寄りの無い方や外国人など、「困難」を抱
える人は多い。そもそも、平時には困難が無い人でも、緊
急時や災害時には必ず何らかの困難が生じる。
　医療的ケア児に関する緊急時・災害時の備えを考える
ことで、全ての子どもや困難を抱える人々が安心して暮ら
すことのできる地域づくりを考えたい。
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